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介護老人保健施設 アップル学園前 

通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション） 

利用約款及び重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（約款の目的） 

第１条 介護老人保健施設アップル学園前（以下「当施設」という）は､要介護状態（介護予防通所リハビリ

テーションにあっては要支援状態）と認定された利用者（以下「利用者」という）に対し、介護保険法令の

趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

うに、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）を提供し、一方、利用者及び利用者に

対する責任を負う者（以下「身元引受人」という）は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払う

ことについて取り決めることを、この約款の目的とします。 

 

（適用期間） 

第２条 本約款は、利用者が介護老人保健施設アップル学園前通所リハビリテーション（介護予防通所リハビ

リテーション）利用同意書を当施設に提出した時から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更が

あった場合は、新たに身元引受人の同意を得ることとします。 

２ 利用者は､第４条又は第５条による解除がない限り、初回利用時の同意書提出をもって､繰り返し当施設の

通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）を利用することができるものとします｡但し、

本約款及び重要事項説明書､別紙１、別紙２、別紙３、別紙４又は別紙 5（本項において「本約款等」といい

ます。）の改定が行われた場合は新たな本約款等に基づく同意書を提出していただきます。 

 

（身元引受人） 

第３条 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受人を立てること

ができない相当の理由がある場合を除きます。 

① 行為能力者（民法第２０条第１項に定める行為能力者をいいます。以下同じ。）であること。 

② 弁済をする資力を有すること。 

２ 身元引受人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度額５０万円の範囲内で、利用

者と連帯して支払う責任を負います。 

３ 身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。 

① 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように協力すること。 

② 通所利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は利用者が死亡した場合の遺体の

引取をすること。但し、遺体の引取について、身元引受人と別に祭祀主宰者がいる場合、当施設は祭祀

主宰者に引き取っていただくことができます。 

４ 身元引受人が第１項各号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若しくは他の入所者等に対

して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社会的行為を行った場合、当施設は、利用者及

び身元引受人に対し、相当期間内にその身元引受人に代わる新たな身元引受人を立てることを求めることが

できます。但し、第１項但書の場合はこの限りではありません。 

５ 身元引受人の請求があったときは、当施設は身元引受人に対し、当施設に対する利用料金の未払い、これ

に対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及び支払期が到来しているものの額に関する情

報を提供します。 

 

（利用者からの解除） 

第４条 利用者は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス（介護予防

サービス）計画にかかわらず､本約款に基づく通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）

利用を解除・終了することができます。なお､この場合利用者及び身元引受人は､速やかに当施設及び利用者

の居宅サービス（介護予防サービス）計画作成者に連絡するものとします｡（本条第２項の場合も同様としま

す）。 



２ 身元引受人も前項と同様に通所利用を解除することができます。但し、利用者の利益に反する場合は、こ

の限りではありません。 

３ 利用者又は身元引受人が正当な理由なく､通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）

実施時間中に利用中止を申し出た場合については､原則､基本料金及びその他ご利用いただいた費用を当施設

にお支払いいただきます｡ 

 

（当施設からの解除） 

第５条 当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく通所リハビリテーシ

ョン（介護予防通所リハビリテーション）サービスの利用を解除・終了することができます。 

① 利用者が要介護認定において自立と認定された場合。 

② 利用者の居宅サービス（介護予防サービス）計画で定められた利用時間数を超える場合 

③ 利用者及び身元引受人が､本約款に定める利用料金を２ヶ月分以上滞納し、その支払いを督促したにも

かかわらず１４日間以内に支払われない場合。 

④ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な通所リハビリテーション（介護予防通所

リハビリテーション）サービスの提供を超えると判断された場合。 

⑤ 利用者又は身元引受人等が、当施設、当施設の職員又は他の利用者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹

謗中傷その他の利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合。 

⑥ 第３条第４項の規程に基づき、当施設が新たな身元引受人を立てることを求めたにもかかわらず、新た

な身元引受人を立てない場合。但し利用者が新たな身元引受人を立てることができない相当の理由がある

場合を除く。 

⑦天災、災害、施設・設備の故障、その他やむを得ない理由により利用させることができない場合。 

 

（利用料金） 

第６条 利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく通所リハビリテーション（介護

予防通所リハビリテーション）サービスの対価として、別紙２の利用単位ごとの料金をもとに計算された月

ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があり

ます。 

２ 当施設は、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者に対し、前月料金の合計額の

請求書を、毎月１５日までに発行し、所定の方法により交付します。利用者及び身元引受人は連帯して当施

設に対し、当該合計額をその月の末日までに支払うものとします。 

３ 当施設は、利用者又は身元引受人から、第１項に定める利用料金の支払いを受けたときは、利用者、身元

引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者に対して、領収書を所定の方法により交付します。 

４ 区分支給限度額以上の当施設の利用は全額自己負担となります。 

 

（記録） 

第７条 当施設は、利用者の通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）サービスの提供に

関する記録を作成し、その記録をサービス提供の日から５年間保管します。 

２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、必要な実費を徴収のうえ、

これに応じます。 

 

３ 当施設は、身元引受人が第１項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、閲覧、謄写を必要とする事情を確認

して当施設が必要と認める場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。但し、利用者が身元引

受人に対する閲覧、謄写に反対する意思を表示した場合その他利用者の利益に反するおそれがあると当施設 



 

が認める場合は、閲覧、謄写に応じないことができます。 

４ 前項は、当施設が身元引受人に対して連帯保証債務の履行を請求するため必要な場合は、適用されません。 

５ 当施設は、利用者及び身元引受人以外の親族が第１項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、 

利用者の承諾がある場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。但し、利用者の利益に反する

おそれがあると当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応じないことができます。 

 

（身体の拘束等） 

第８条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむ

を得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うこと

があります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを

得なかった理由を診療録に記載することとします。 

 

（秘密の保持及び個人情報の保護） 

第９条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者、身元引受人又は

利用者若しくは身元引受人の親族に関する個人情報の利用目的を別紙３のとおり定め、適切に取り扱います。

又正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者

が行うべき義務として明記されていることから情報提供を行なうこととします。 

②  サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等。 

② 居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、介護予防支援事業所等との連携。 

③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知。 

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等。 

⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合。（災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等） 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 

 

（緊急時の対応） 

第１０条 当施設は、利用者に対し施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又は

協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

２ 前項のほか、通所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者の身元引受人又は利用

者若しくは身元引受人が指定する者に対し、緊急に連絡します。但し、救急の場合で連絡がとれないときは、

当施設の判断で他の専門的機関を先に紹介させて頂き、その後ご連絡する場合があります。 

 

（事故発生時の対応） 

第１１条 サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じます。 

２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療

機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

３ 前２項のほか、当施設は利用者の身元引受人、利用者若しくは身元引受人が指定する者又は利用者の家族

に対し、緊急に連絡します。但し、救急の場合で連絡がとれないときは、当施設の判断で他の専門的機関を

先に紹介させて頂き、その後ご連絡する場合があります。また、保険者の指定する行政機関に対して速やか

に連絡します。 

 

 

 



 

（要望又は苦情等の申出） 

第１２条 利用者、身元引受人又は利用者の親族は、当施設の提供する通所リハビリテーション（介護予防通

所リハビリテーション）に対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は、

備付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。 

 

（賠償責任） 

第１３条 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の提供に伴って当施設の責に帰すべ

き事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して損害を賠償するものとします。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び身元引受人は、連帯して、

当施設に対してその損害を賠償するものとします。 

 

（利用契約に定めのない事項） 

第１４条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、 

利用者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜別紙１＞ 

介護老人保健施設 アップル学園前のご案内 

（令和６年６月１日現在） 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

・施 設 名       介護老人保健施設 アップル学園前 

・開 設 年 月 日   平成１０年８月２８日 

・所 在 地       〒631-0003 奈良市中登美ケ丘４丁目３番 

・電 話 番 号     ０７４２－５１－２２００ 

・ＦＡＸ 番 号     ０７４２－５１－２２０１ 

・管 理 者 名     理事長 北 神 敬 司 

・介護保険指定番号    介護老人保健施設（２９５０１８０１３９号） 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

 

介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練その他必要な医療と日常生活上のお世話など

の介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、１

日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援すること。又、利用者の方が居宅での生活を１日でも

長く継続できるよう、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）や通所リハビリテーション（介護予防

通所リハビリテーション）といったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 

この目的に沿って、施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた上でご利用く

ださい。 

 

［介護老人保健施設 アップル学園前の運営方針］ 

１）施設は、利用者が要介護状態等となった場合においても心身の状況、病歴等を踏まえて、利用者が可

能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療

法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図

るものとする。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って通所リハビリテーシ

ョン・介護予防通所リハビリテーションサービスの提供に努めます。 

 

2) 施設は、サービスに当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業

者、在宅介護支援センター、他の居宅・介護予防サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービス

を提供する者との連携に努めるものとします。 

 

3) 前２項のほか、｢指定居宅サービスなどの人員、設備及び運営に関する基準｣（平成１１年厚生省令第

３７号）に定める内容を遵守し、実施するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 



（３）施設の職員体制 

              〈指 定 基 準〉 

 職    種 常 勤 非常勤 

医    師 １名以上（入所と兼務）  

薬  剤 師   

看 護 職 員 １名以上 

介 護 職 員 １４名以上 

理 学 療 法 士 

作 業 療 法 士 

言 語 聴 覚 士 

 

２名以上 

管 理 栄 養 士 １名以上（入所と兼務）  

上記基準以上の職員を配置しています。 

（４）入所定員等 

・ １００ 名（うち認知症専門棟 ０名）短期入所療養介護（ショート）は空床利用 

・療養室 個室 ６室、２人室 １室、４人室 ２３室 

 

（５）通所リハビリテーション定員 

・９５ 名 （同時提供可能人数）  

 

（６）営業日・営業時間及びサービス提供時間 

     ・営業日 月曜日から土曜日までとする。 

 （但し、年末年始 12 月 30 日から 1 月 3 日までを休みとする。） 

     ・営業時間 午前８時から午後５時までとする。 

     ・サービス提供時間 

       1 日コース      ８：３０～１７：００ 利用定員 ６５名 

       午前 短時間コース １０：３０～１３：３０ 利用定員は 1 日コース ６５名に含む 

朝から元気コース   ８：３０～１２：３０ 利用定員 ３０名 

       昼から健康コース  １３：３０～１７：００ 利用定員 ３０名 

 

（７）送迎範囲 

    奈良市 

 北登美ヶ丘、東登美ヶ丘、中登美ヶ丘、西登美ヶ丘、南登美ヶ丘、登美ヶ丘、押熊町、中山町、 

中山町西、鶴舞西町、鶴舞東町、ニ名、ニ名町、ニ名平野、ニ名東町、松陽台、大渕町、 

学園赤松町、学園緑ヶ丘、学園新田町、学園朝日町、朝日町、百楽園、学園北、学園中 

 

    生駒市 

     鹿ノ台北、鹿ノ台西、鹿ノ台東、鹿ノ台南、北大和、真弓、真弓南、あすか野北、あすか野南、 

あすか台 

 

 

 

 

 



２．サービス内容 

① 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション計画の立案 

 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションサービスは、要支援者及び要介護者の家庭等で 

の生活を継続させるために立案された居宅・介護予防サービス計画に基づき、当施設をご利用頂き、理学療 

法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図るため提供されま 

す。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、通所リ 

ハビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者、身元引受人の希 

望を十分取り入れ、また、計画の内容については同意を頂きます。 

 

② 食事 

  昼食 １２時００分～ 

   ※朝から元気コース、昼から健康コースでは食事サービスは行っておりません。 

 

③ 入浴 

一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。 

※朝から元気コース、昼から健康コースでは入浴サービスは行っておりません。 

 

④ 医学的管理・看護 

  医師・看護職員が常勤していますので、ご利用者の状態に照らして適切な医療管理を行います。     

 

⑤ 介護 

  通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション計画に基づいて実施します。 

 

⑥ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

  原則として機能訓練室にて行いますが、施設内でのすべての活動が機能訓練のためのリハビリテーション

効果を期待したものです。 

 

⑦ 相談援助サービス 

 

⑧ 利用者が選定する特別な食事の提供 

 

⑨ 送迎サービス 

 

⑩ その他 

※これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますの

で、具体的にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 



３．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やかに

対応をお願いするようにしています。 

・協力病院 

名  称   西奈良中央病院 

住  所   奈良市鶴舞西町 1-15 

 

・協力医療機関等 

名  称   登美ヶ丘クリニック 

住  所   奈良市中登美ヶ丘４丁目３番 

名  称   池内皮フ科 

住  所   奈良市中登美ヶ丘４丁目３番 

 

・協力歯科医療機関 

          名  称   ＹＡＳデンタルクリニック 

住  所   奈良市中登美ケ丘４丁目３番 

名  称   登美ヶ丘歯科医院 

住  所   奈良市西登美ヶ丘２丁目２番７号  

◇緊急時の連絡先 

緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

４．施設利用にあたっての注意事項 

①火気の取扱い 

  必ず看護職員・介護職員にご相談下さい。 

 

②設備・備品の利用 

  必ず看護職員・介護職員にご相談下さい。 

 

③所持品・備品等の持ち込み 

  必ず支援相談員にご相談下さい。 

   

④金銭・貴重品の管理 

  貴重品や金銭は“紛失”の危険性があります。いったん「紛失事件」が発生すると、たとえ解決しても、対人

関係が壊れ、利用継続が困難になる場合もあります。そのため、金品等の持込みは、ご遠慮ください。ま

た、利用者の所持、管理する金品等について紛失、或いは盗難等にあっても当施設では責任を負うことは

出来ません。 

 

⑤ペットの持ち込み 

  ご遠慮願います。 

 

⑥携帯電話の持ち込み 

  紛失、破損等があっても当施設では一切の責任を負いません。 

  また、座席での通話及び写真撮影は行わないで下さい。 



 

⑦風邪気味、体調不良の方 

  ご利用及び面会は差し控えていただきますようお願い致します。 

 

⑧個別の対応について 

  より快適に過ごしていただくために、基本的には個別の要望を尊重する対応を行っていますが、集団生活

であること、及び施設の介護・看護力には限りがあり、ご要望にお応えしかねる場合があります。 

 

⑨身体の拘束について 

  当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得

ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことが

あります。尚、当施設は廃用症候群による身体機能の低下を治療予防するため、積極的にリハビリを行っ

ています。当施設の目的をご理解頂きたく存じます。 

 

⑩緊急時、事故等の発生時の対応 

  当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力病院、協力医療機

関又は協力歯科医療機関などでの診療を依頼することがあります。また、専門的な医学的対応が必要と判

断した時点で、他の専門的機関への紹介も致します。これらの場合、他の医療機関の受診費用は利用者負

担となります。その他、通所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合や事故などの発生時、当施設

は、利用者の身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者に対し、緊急に連絡します。但し、

救急の場合で連絡がとれないときは、当施設の判断で他の専門的機関を先に紹介させて頂き、その後ご連

絡する場合があります。                                                      

また、関係行政機関等、担当介護支援専門員等に、上記に関する報告、届出を致します。 

 

⑪記録の保管 

当施設は、利用者の通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの提供に関する記録を 

作成し、その記録をサービス提供の日から５年間保管します。 

 

５．禁止事項 

  当施設では、多くの方に安心して利用していただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政

治活動」は禁止します。 

 

６．秘密保持 

当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者、身元引受人又は利用

者若しくは身元引受人の親族に関する個人情報の利用目的を別紙３のとおり定め、適切に取り扱い、正当な

理由なく第三者に漏らしません。又、利用終了後も同様に取扱います。但し、例外として次の各号について

は、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから情報提供を行なうこととします。 

①サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等。 

②居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、介護予防支援事業所等との連携。 

③利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知。 

④利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等。 

⑤生命・身体の保護のため必要な場合。（災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等） 

 



７．虐待防止に関する事項 

利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じます。 

①虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催と、その結果の職員への周知徹底。 

②虐待防止のための指針の整備。 

③職員に対する虐待を防止するための定期的な研修の実施。 

② ①～③に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 

 

８．非常災害対策 

・防災設備 スプリンクラー、消火器、消火栓。 

・防災訓練 年２回の実施。 

 

９．業務継続計画の策定 

施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所リハビリテーション（介護予防通所リ

ハビリテーション）サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図

るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

①従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施。 

②定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。 

 

１０．要望及び苦情等の相談 

  当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。 

（電話０７４２－５１－２２００） 

要望や苦情などは、支援相談担当者にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、各フロアや施設

入り口に備えつけられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。  

（１）当施設内の苦情相談窓口 

電話番号 ０７４２－５１－２２００ 担当者：林 靖浩 

受付時間 ９時から１７時３０分 

（２）介護保険の苦情や相談に関しては他に、下記の相談窓口があります。 

①  奈良市役所 介護福祉課 

相談日   月曜日から金曜日まで（祝日を除く） 

相談時間  ９時から１７時まで 

電話番号  ０７４２－３４－５４２２ 

  FAX 番号  ０７４２－３４－２６２１ 

② 奈良県国民健康保険団体連合会 

相談日   月曜日から金曜日まで（祝日を除く） 

相談時間  ９時から１７時まで 

電話番号  ０７４４－２９－８３２６ 

フリーダイアル  ０１２０－２１－６８９９ 

 

１１．第三者評価の実施状況 

実施の有無 ： 無 

 

１２．その他 

当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 



＜別紙２＞ 

介護老人保健施設 アップル学園前が行う 
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションサービスの 

利用料金及びお支払いについて 
（令和６年６月１日現在） 

１．介護保険被保険者証 

介護保険証の確認 

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

更新申請・変更申請について 

介護保険制度において、利用料は介護保険の要介護度により大きく変化します。『認定の有効期間』に十分

ご注意いただき、市町村の窓口で更新申請を行う必要があります。 

更新申請の手続きは『認定の有効期間』の終了日の６０日前から行うことができます。判定結果が出るまで

は申請日から約１ヶ月を要するので、早めの更新申請をお願い致します。 

今の要介護度に該当しないと思われる場合は、有効期間中でも要介護度の「変更申請」を行うこともでき

ます。この場合、市町村の窓口で申請した日まで認定結果が遡ります。その為、変更申請をされる時は、必

ず当施設までその旨をご連絡下さいますよう、お願い致します。又、結果が出ましたらお知らせいただきま

すよう重ねてお願い致します。 

 

２．利用料金  

（１）基本料金 

※金額換算について 

下記の取得した介護報酬総単位数に、厚生労働省が定める地域区分の単価(６級地 10.33 円)を乗じた

額を算出し、それに介護保険負担割合証に記載された割合の負担となります。 

尚、給付制限のある場合には、負担割合が異なります。 

 

① 要介護の場合 

（イ） 通所リハビリテーション費《大規模の事業所（一定の要件を満たした事業所）》１回につき 

   大規模の事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、当該単位数を算定する。 

・リハビリテーションマネジメント加算の算定率が、利用者全体の 80%を超えていること。 

・利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が 10：１以上であること。  

（要介護認定による要介護の程度および利用時間によって単位が異なります。） 

 

［１時間以上２時間未満］      ［２時間以上３時間未満］ 

・要介護１        ３６９単位                        ３８３単位 

・要介護２       ３９８単位                        ４３９単位 

・要介護３       ４２９単位                        ４９８単位 

・要介護４       ４５８単位                        ５５５単位 

・要介護５       ４９１単位                        ６１２単位 

 

［３時間以上４時間未満］          ［４時間以上５時間未満］ 

・要介護１           ４８６単位                        ５５３単位 

・要介護２           ５６５単位                        ６４２単位  



・要介護３           ６４３単位                        ７３０単位 

・要介護４           ７４３単位                        ８４４単位  

・要介護５           ８４２単位                        ９５７単位 

 

［５時間以上６時間未満］           ［６時間以上７時間未満］ 

・要介護１           ６２２単位                         ７１５単位 

・要介護２           ７３８単位                         ８５０単位 

・要介護３           ８５２単位                         ９８１単位  

・要介護４           ９８７単位                     １，１３７単位 

・要介護５       １，１２０単位                     １，２９０単位 

 

［７時間以上８時間未満］ 

・要介護１          ７６２単位 

・要介護２          ９０３単位 

・要介護３      １，０４６単位 

・要介護４      １，２１５単位 

・要介護５      １，３７９単位 

 

（ロ）通所リハビリテーション費《大規模の事業所》  １回につき  

（要介護認定による要介護の程度および利用時間によって単位が異なります。） 

 

［１時間以上２時間未満］      ［２時間以上３時間未満］ 

・要介護１        ３５７単位                        ３７２単位 

・要介護２       ３８８単位                        ４２７単位 

・要介護３       ４１５単位                        ４８２単位 

・要介護４       ４４５単位                        ５３６単位 

・要介護５       ４７５単位                        ５９１単位 

 

［３時間以上４時間未満］          ［４時間以上５時間未満］ 

・要介護１           ４７０単位                        ５２５単位 

・要介護２           ５４７単位                        ６１１単位  

・要介護３           ６２３単位                        ６９６単位 

・要介護４           ７１９単位                        ８０５単位  

・要介護５           ８１６単位                        ９１２単位 

 

［５時間以上６時間未満］           ［６時間以上７時間未満］ 

・要介護１           ５８４単位                         ６７５単位 

・要介護２           ６９２単位                         ８０２単位 

・要介護３           ８００単位                         ９２６単位  

・要介護４           ９２９単位                     １，０７７単位 

・要介護５       １，０５３単位                     １，２２４単位 

 

 



［７時間以上８時間未満］ 

・要介護１          ７１４単位 

・要介護２          ８４７単位 

・要介護３          ９８３単位 

・要介護４      １，１４０単位 

・要介護５      １，３００単位 

 

②  要支援の場合 

介護予防通所リハビリテーション １月につき 

・要支援１       ２，２６８単位 

・要支援２       ４，２２８単位 

 

・利用者の数が利用定員を超える場合又は医師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護・介護職員の員

数が基準に満たない場合 所定単位数の 100 分の 70 に相当する単位数を算定 

・高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を所定単位数から 

減算する。 

・業務継続計画未策定減算として、所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 

（２）加算料金 

① 要介護の場合 

・感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 

 利用者数が減少した月の翌々月から３月以内に限り、１回につき所定単位数の 100 分の３に相当する単位数

を所定単位数に加算する。 

・理学療法士等体制強化加算（１時間以上２時間未満 提供時間） 

 配置基準を超えて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で２名以上配置している事業 

所については、１日につき 30 単位を所定単位数に加算する。 

・リハビリテーション提供体制加算１（３時間から４時間） １回につき             １２単位 

・リハビリテーション提供体制加算２（４時間から５時間） １回につき             １６単位 

・リハビリテーション提供体制加算３（５時間から６時間） １回につき              ２０単位 

・リハビリテーション提供体制加算４（６時間から７時間） １回につき              ２４単位 

・リハビリテーション提供体制加算５（７時間以上）       １回につき           ２８単位 

・入浴介助加算（Ⅰ）                      １日につき           ４０単位 

・入浴介助加算（Ⅱ）                      １日につき           ６０単位 

※身体の状態や通所リハビリテーション利用時間帯によっては、入浴サービスを提供できないことがあります。 

 

・リハビリテーションマネジメント加算(イ)              １月につき(6 月以内)     ５６０単位 

１月につき(6 月超)        ２４０単位 

・リハビリテーションマネジメント加算(ロ)            １月につき(6 月以内)     ５９３単位 

１月につき(6 月超)        ２７３単位 

・リハビリテーションマネジメント加算(ハ)              １月につき(6 月以内）     ７９３単位 

１月につき(6 月超)        ４７３単位 

※事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、 

利用者の同意を得た場合                 １月につき        ２７０単位 



・短期集中個別リハビリテーション実施加算               １日につき               １１０単位 

・認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)         １日につき(週 2 回限度)    ２４０単位 

・認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)        １月につき              １,９２０単位 

・生活行為向上リハビリテーション実施加算             １月につき(6 月以内)    １,２５０単位 

・若年性認知症利用者受入加算                         １日につき                  ６０単位 

・栄養アセスメント加算                          １月につき                   ５０単位 

・栄養改善加算                                    １回につき(月 2 回限度)      ２００単位 

・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）              １回につき(6 ヶ月に 1 回       ２０単位 

・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）                １回につき(6 ヶ月に 1 回）       ５単位 

・口腔機能向上加算（Ⅰ）                            １回につき(月 2 回限度)      １５０単位 

・口腔機能向上加算（Ⅱ）イ                          １回につき(月 2 回限度)      １５５単位 

・口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ                          １回につき(月 2 回限度)      １６０単位 

・重度療養管理加算                                  １日につき                  １００単位 

・中重度者ケア体制加算                              １日につき                    ２０単位 

・科学的介護推進体制加算                            １月につき                    ４０単位 

・事業所が送迎を行わない場合                        片道につき                  －４７単位 

・退院時共同指導加算                 １回につき                  ６００単位 

・移行支援加算        １日につき       １２単位 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）                    １回につき                    ２２単位 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ）                    １回につき                    １８単位 

・サービス提供体制強化加算（Ⅲ）                    １回につき                      ６単位 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）          １月につき 算定した単位数に 8.6％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）          １月につき 算定した単位数に 8.3％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）          １月につき 算定した単位数に 6.6％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）          １月につき 算定した単位数に 5.3％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１）        １月につき 算定した単位数に 7.6％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２）        １月につき 算定した単位数に 7.3％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３）        １月につき 算定した単位数に 7.3％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４）        １月につき 算定した単位数に 7.0％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５）        １月につき 算定した単位数に 6.3％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６）        １月につき 算定した単位数に 6.0％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７）        １月につき 算定した単位数に 5.8％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８）        １月につき 算定した単位数に 5.6％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９）        １月につき 算定した単位数に 5.5％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（10）        １月につき 算定した単位数に 4.8％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（11）        １月につき 算定した単位数に 4.3％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（12）        １月につき 算定した単位数に 4.5％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（13）        １月につき 算定した単位数に 3.8％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（14）        １月につき 算定した単位数に 2.8％を乗じた単位数 

※ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）については、令和７年３月３１日まで算定 

※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関

する具体的計画の策定を行っている場合には、令和７年３月３１日までの間適用しない。 

 



② 要支援の場合    

※身体の状態や介護予防通所リハビリテーション利用時間帯によっては、入浴サービスを提供できないことが

あります。 

・利用を開始した日の属する月から起算して 12 月を超えた期間に介護予防通所リハビリテーションを行った

場合（要件を満たさない場合） 

要支援１           －１２０単位 

要支援２           －２４０単位 

・生活行為向上リハビリテーション実施加算      １月につき(6 ケ月以内）      ５６２単位 

・若年性認知症利用者受入加算       １月につき                    ２４０単位 

・栄養アセスメント加算        １月につき          ５０単位 

・栄養改善加算         １月につき            ２００単位 

・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）      １回につき(6 ヶ月に 1 回）       ２０単位 

・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）      １回につき(6 ヶ月に 1 回）         ５単位 

・口腔機能向上加算（Ⅰ）       １月につき              １５０単位 

・口腔機能向上加算（Ⅱ）       １月につき              １６０単位 

・一体的サービス提供加算         １月につき                    ４８０単位 

・退院時共同指導加算                １回につき                    ６００単位 

・科学的介護推進体制加算                           １月につき                      ４０単位 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 要支援１          １月につき                      ８８単位 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 要支援２          １月につき                    １７６単位 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 要支援１          １月につき                     ７２単位 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 要支援２     １月につき            １４４単位 

・サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 要支援１     １月につき             ２４単位 

・サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 要支援２     １月につき          ４８単位 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）          １月につき 算定した単位数に 8.6％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）          １月につき 算定した単位数に 8.3％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）          １月につき 算定した単位数に 6.6％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）          １月につき 算定した単位数に 5.3％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１）        １月につき 算定した単位数に 7.6％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２）        １月につき 算定した単位数に 7.3％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３）        １月につき 算定した単位数に 7.3％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４）        １月につき 算定した単位数に 7.0％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５）        １月につき 算定した単位数に 6.3％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６）        １月につき 算定した単位数に 6.0％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７）        １月につき 算定した単位数に 5.8％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８）        １月につき 算定した単位数に 5.6％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９）        １月につき 算定した単位数に 5.5％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（10）        １月につき 算定した単位数に 4.8％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（11）        １月につき 算定した単位数に 4.3％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（12）        １月につき 算定した単位数に 4.5％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（13）        １月につき 算定した単位数に 3.8％を乗じた単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（14）        １月につき 算定した単位数に 2.8％を乗じた単位数 

※ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）については、令和７年３月３１日まで算定 



※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関

する具体的計画の策定を行っている場合には、令和７年３月３１日までの間適用しない。 

 

 

（３）その他の料金 

・食費   昼食                        １食               ８２０円 

・ 〃  おやつ                         １食               １００円 

・日用生活品費（1 日コース・午前短時間コース、入浴あり） 1 日につき             ２５４円 

※バスタオル、タオル、小タオル（おしぼり）の費用であり、施設で用意するものをご利用いただく場合

にお支払いいただきます。 

・日用生活品費（1 日コース・午前短時間コース、入浴なし） 1 日につき             １０３円 

※小タオル（おしぼり）の費用であり、施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払いいただき 

ます。 

 

・日用生活品費（朝から元気・昼から健康コース、入浴なし）1 日につき           １０３円 

 ※タオル、小タオル（おしぼり）の費用であり、施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払いい

ただきます。 

 

・教養娯楽費（１日コース）               １日につき           ５０円 

（サービスの提供の一環として実施するクラブ活動、レクリエーションにおける材料費等に係る費用であり、

施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払いいただきます。但し、サービスの提供の範囲を超え

るものについては、別途実費相当額を請求させて頂きます。）                

  

・紙おむつ代（尿取りパット）              １枚               ５０円                

・紙おむつ代（パンツ式）                １枚              ２０３円 

・紙おむつ代（おむつカバー）              １枚             １５３円 

・理美容 散髪代（顔剃り付）              １回につき         ３，０４０円 

・ 〃   丸刈り                     １回につき         ２，０３０円 

・ 〃   顔剃り（男）                  １回につき         １，０１０円 

・ 〃  顔剃り（女）                  １回につき           ６１０円 

・ 〃  パーマ（カット・顔剃り・洗髪付）        １回につき         ６，０９０円 

・ 〃  洗髪のみ                    １回につき            ４１０円 

・ 〃  毛染め（カット・顔剃り・洗髪付）        １回につき         ５，０７０円 

・ 〃  毛染めのみ                   １回につき         ２，０３０円 

 

 

（４）支払い方法 

 代金のお支払いについては、口座振替でのお支払いをお願い致しております。 

ご利用料金は、月末日締めを致しております。原則、入所・短期入所療養介護をご利用の方には、翌月 15 日

迄に利用料請求書をこちらから郵送致します。原則、通所リハビリテーションをご利用の方には、翌月 15 日

迄に連絡帳に利用料請求書をお入れ致します。お支払いについては、翌月の 27 日（休日の場合は、翌営業日）

にご指定の預金口座から自動的に利用料金を振替えてお支払い頂きます。 

 



 

＜別紙３＞ 

個人情報の利用目的 

（令和６年６月１日現在） 

 

 

介護老人保健施設アップル学園前では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしている

個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

－入退所等の管理 

－会計・経理 

－事故等の報告 

－当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

－利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携（サー

ビス担当者会議等）、 照会への回答 

－利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

－検体検査業務の委託その他の業務委託 

－家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

－保険事務の委託 

－審査支払機関へのレセプトの提出 

－審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

－医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

－当施設において行われる学生の実習への協力 

－当施設において行われる事例研究 

－利用者の作品等の掲示及び展示 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

－外部監査機関への情報提供 



 

 

＜別紙４＞

③苦情処理ミーティング

④指導助言を ④指導助言を

　　受けての 　　受けての

　改善点の報告 　改善点の報告

①　利用者、自治体、国民健康保険連合会からの苦情・

　　　調査依頼・指導助言等を苦情処理担当者が把握する。

②　苦情処理担当者より管理者に報告する。

③　苦情処理ミーティングを開き、対処方法を検討する。

　　（必要時には施設職員から聞き取り調査を行なう。）

④　苦情処理ミーティングの結果に基づき担当者が利用者・

　　自治体・国民健康保険連合会へ対処する。

⑤　必要時施設職員への教育・指導を行なう。

⑥　④⑤の結果を記載した苦情処理報告書を管理者に提出する。

苦情処理体制・手順

利用者 市町村 国保連

①

苦

情

①

文

書

等

提

出

依

頼

①

調

査

等

の

依

頼

①

指

導

助

言

①

調

査

等

へ

の

依

頼

①

指

導

・

助

言

苦情処理担当者

計画担当介護支援専門員

②

報

告

管理者

利用者 市町村 国保連

④

善

後

策

報

告

④

文

書

等

提

出

④

調

査

等

の

対

応

④

調

査

等

へ

の

対

応　

施

設

職

員

苦情処理担当者

計画担当介護支援専門員

⑤教育・指導

指

示

⑥

報

告

管理者



＜別紙５＞ 

施設利用時の危険性（リスク）について 

 

 当施設は介護を必要とする利用者の自立を支援し、利用者が自宅での生活を１日でも長く継続できるように

医師による医学的管理の下、看護・介護といったケアはもとより、作業療法士や理学療法士等によるリハビリ

テーション、また栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供いたします。また、利用者ひとり

ひとりの状態や目標に合わせたサービスを医師をはじめとする専門スタッフが行います。また、病気を治すこ

とを目的としたところではなく身体機能の向上・維持や認知症の症状緩和の試みなどを行います。このように

病院とは役割が違うことをまずご理解ください。 

通所サービス中、利用者が快適に過ごされるように、安全な環境作りに努めておりますが、利用者の身体状況

や病気に伴う様々な症状が原因により、下記の危険性が伴うことを十分に理解ください。 

 

 

１ 施設では自宅での生活を継続できるよう、自立を尊重します。ご自分でできることを少しでも多くしてい

ただこうと考えています。例えば、転倒やそれに伴う骨折の危険性はあったとしても、歩ける方にはご自身

で歩いていただく、という方式を進めています。手取り足取りの介護は自立の妨げになり、寝たきりになる

恐れが出てきます。リハビリとともに自立をすすめることで、大きな成果に繋がります。 

 

２ 自立の回復・リハビリを目指す看護・介護では、歩行や坐臥、ベット・車椅子の利用、用便などを出来る

だけご自分でして頂くことを尊重します関係上、ときには不可避的な転倒、転落やこれに伴う負傷骨折など

の事故の恐れもあります。看護・介護では、このリスクを回避できるよう日々努力致しますが、ことの性質

上このリスクに関しご理解を賜りますようお願いします。なお、このリスク回避のため、ご本人の過去の疾

病・傷害あるいは日常生活上の注意事項に関しては、可能な限り詳細にお申出頂きますよう併せてお願いし

ます。 

 

３ その他、高齢者の特徴としては、次のようなことがあります。 

（１）高齢者は骨がもろく通常の介護対応や日常生活を送るなかでも、容易に骨折する場合があり、また皮

膚も薄く、少しの摩擦で表皮剥離ができやすい状態にあります。軽度の打撲であっても、皮下出血が出

来やすい状態にあります。 

（２）加齢や認知症の症状により、水分や食物を飲み込む力が低下します。誤嚥・誤飲・窒息の危険性が高

い状態にあります。 

（３）高齢者であることにより、脳や心臓の疾患により、心身の状況が急変される場合もあります。 

 

上記内容にご理解いただき施設をご利用くださいませ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年６月１日改定 

介護老人保健施設アップル学園前通所リハビリテーション 

（介護予防通所リハビリテーション）利用同意書 

 

 介護老人保健施設 アップル学園前の通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションを利用す

るにあたり、介護老人保健施設 アップル学園前 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）

利用約款及び重要事項説明書及び別紙１、別紙２、別紙３、別紙４、別紙５を受領し、これらの内容に関して、

担当者による説明を受け、これらを十分に理解した上で同意します。 

家族代表者は、約款 第９条（秘密の保持及び個人情報の保護）について理解し、家族の個人情報を使用するこ

とに同意します。 

 

年    月    日 

＜利用者＞       〒    ― 

      住  所 

      氏  名 印 

      電話番号 

＜利用者の身元引受人＞ 〒    ― 

      住  所 

      氏  名                           印 

      電話番号 

＜家族代表者＞     〒    ― 

      住  所 

      氏  名                           印 

      電話番号 

 

 私は、事業者として、利用者の申込みを受託し、この介護老人保健施設 アップル学園前 通所リハビリテー

ション（介護予防通所リハビリテーション）利用約款及び重要事項説明書及び別紙１、別紙２、別紙３、別紙

４、別紙５に定めるサービスを、誠実に責任を持って行います。 

       

＜事業者＞                                      

 

      住  所      奈良市中登美ヶ丘４丁目３番 

      法 人 名      医療法人 北寿会                          

 理 事 長 北 神 敬 司      印 

            電話番号 ０７４２－５１－２２００ 

 

【本約款第１０条２項緊急時及び第１１条３項事故発生時の連絡先】 

            住  所                             

      氏  名                （続柄      ） 

      電話番号                （携帯番号                ） 

同意書  

説明者印  

      


